
　

春
の
緑
化
運
動
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
家
庭
の
緑
化
を
推
進
す
る
た

め
、
苗
木
の
配
布
会
を
行
い
ま
す
。

　

当
日
は「
緑
の
募
金
」に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

●
日
時
︙
５
月
14
日（
木
）

　

午
前
10
時

※
午
前
９
時
に
整
理
券
を
配
布
。

●
場
所
︙
ふ
れ
あ
い
の
丘

●
配
布
苗
木
︙
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、

キ
ン
モ
ク
セ
イ

　
（
２
本
組
６
０
０
セ
ッ
ト
）

問
農
林
整
備
課　

文
３
階

　
（
２
３
）８
１
２
６

①
広
報
11
月
号
掲
載
の
税
額
改
正

に
つ
い
て
、原
動
機
付
自
転
車
、

小
型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
車
の

税
額
改
正
が
一
年
延
期
と
な
り

ま
す
。

②
軽
自
動
車
税
減
免
の
手
続
き

●
対
象
と
な
る
車
両

 

・
障
害
者
が
所
有
し
、
障
害
者
本

人
が
運
転
す
る
車

 

・
障
害
者
ま
た
は
障
害
者
と
生
計

を
一
に
す
る
方
も
し
く
は
常
時

介
護
を
す
る
方
が
所
有
し
、
生

計
を
一
に
す
る
方
も
し
く
は
常

時
介
護
を
す
る
方
が
運
転
す
る

車
・
福
祉
車
両

●
対
象
と
な
る
障
害
の
範
囲

 

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者

手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
て
、
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
方
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
右
記
手
帳
又
は
車
検
証（
車
い

す
移
動
車
な
ど
の
場
合
）

 

・
運
転
す
る
方
の
運
転
免
許
証

 

・
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

 

・
印
鑑

●
申
請
す
る
期
間

　

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
が
届

い
て
か
ら（
５
月
中
旬
発
送
）、

軽
自
動
車
税
納
期
限
ま
で
。

　
　

税
務
課　
　

1
階

　
（
２
３
）８
７
８
５

　

湯
津
上
支
所
総
合
窓
口
課

　
（
９
８
）２
１
１
１

　

黒
羽
支
所
総
合
窓
口
課

　
（
５
４
）１
１
１
４

　

今
年
は
芭
蕉
ウ
ィ
ー
ク
の
イ
ベ

ン
ト
で
新
緑
の
季
節
を
迎
え
た
福

原
地
区
を
観
光
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア「
ふ
る
さ
と
を
知
る
会
」と
一
緒

に
歩
き
ま
す
。

●
日
時
︙
５
月
24
日（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
２
時

　
（
雨
天
決
行
）

●
集
合
︙
ふ
れ
あ
い
の
丘
シ
ャ

ト
ー
・
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル　

ロ
ビ
ー

●
行
程
︙
ふ
れ
あ
い
の
丘
＝
福
原

八
幡
神
社
＝
金
剛
寿
院
＝
常
敬

寺
＝
永
興
寺
＝
玄
性
寺
＝
ふ
れ

あ
い
の
丘（
昼
食
）昼
食
後
自
由

散
策（
＝
徒
歩
区
間
４
km
）

●
定
員
︙
25
名（
先
着
順
）

※
市
外
在
住
者
も
可
。

●
参
加
費
︙
２
０
０
０
円

　
（
昼
食
代
、
記
念
品
等
）

※
動
き
や
す
い
服
装
、
履
き
な
れ

た
靴
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●
申
込
方
法
︙
５
月
８
日（
金
）～

18
日（
月
）に
左
記
へ
申
し
込
み
。

※
詳
細
は
観
光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申（
株
）大
田
原
ツ
ー
リ
ズ
ム

　
（
４
７
）６
７
５
９

問
大
田
原
市
観
光
協
会

　
（
５
４
）１
１
１
０

苗
木
を
さ
し
あ
げ
ま
す

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

芭
蕉
ウ
ィ
ー
ク 

イ
ベ
ン
ト

大田原一店逸品運動

■第２回一店逸品お店回りツアー参加者募集
　街歩きをしながら町の歴史を聞いたり、店主のこだわり
の逸品に触れて、街なかの魅力を再発見してみませんか。
●日時…６月４日（木）午前 11 時～午後２時
　　　　（午後１時から逸品のランチタイム）
●集合場所…大田原商工会議所４階

●定員…10 名（先着順）　●参加費…1,500 円（当日徴収）
●申込方法…５月７日（木）～ 25 日（月）までに下記へ電

話または直接申し込み。
※午前８時 30 分～午後５時（土・日を除く）

問申大田原商工会議所　　（２２）２２７３

■大田原一店逸品運動の主な活動は？
　運動に加盟する個人商店の皆さんを対象に毎月勉強会
を開催し、逸品の充実やディスプレイの方法、サービス
の向上などについて意見交換しています。
　４年目を迎えた今回も、参加店 47 店舗の逸品を紹介
するカタログ『与一逸品物語』を作成しました。

■逸品とは？
　「お客様が足を運びたくなる魅力ある店」を目指して、
店主のこだわりやお奨め商品、サービスなどを研究・開
発した商品が『逸品』です。
　逸品を持つことでお店の個性を明確に打ち出し、１年
間を通してその商品を消費者にお奨めします。

　また、今回は新たにスタンプラリーを開催しています。
５つの参加店を回り、スタンプを集めると、参加店で利
用できる「お買物券」がもらえる抽選会に応募できます。

【スタンプラリー実施期間】
　< 第１回 > ６月１日（月）～ 30 日（火）
　< 第２回 >10 月１日（木）～ 31 日（土）
※スタンプラリーの台紙はカタログに添付されています。

カタログは、市商工観光課、大田原商工会議所など
で配布しています。

※一店逸品運動に参加したい個人商店の方は、下記へ
お問い合わせください。

税
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